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(57)【要約】
【課題】端子収容室内に端子を安定して保持することが
できるコネクタを提供する。
【解決手段】端子３を収容しこの端子３の接続部５側が
開口された端子収容室７と、この端子収容室７内に撓み
可能に設けられ端子３の被係止部９に係合される係止部
１１が設けられた係止ランス１３と、端子収容室７の開
口１５側の両側壁１７に設けられ端子３の幅方向両側の
下面２１側を支持する一対の支持部２３とを備えたコネ
クタ１において、係止ランス１３に、係止部１１から開
口１５に向けて延設し係止部１１が被係止部９と係合し
た状態で一対の支持部２３と共に端子３の下面２１側を
支持する端子支持部２７を設けた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端子を収容しこの端子の接続部側が開口された端子収容室と、この端子収容室内に撓み
可能に設けられ前記端子の被係止部に係合される係止部が設けられた係止ランスと、前記
端子収容室の開口側の両側壁に設けられ前記端子の幅方向両側の下面側を支持する一対の
支持部とを備えたコネクタであって、
　前記係止ランスは、前記係止部から前記開口に向けて延設され前記係止部が前記被係止
部と係合した状態で前記一対の支持部と共に前記端子の下面側を支持する端子支持部が設
けられていることを特徴とするコネクタ。
【請求項２】
　請求項１記載のコネクタであって、
　前記係止ランスの下面は、この下面と対向する前記端子収容室の内壁面と略平行に形成
されていることを特徴とするコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コネクタとしては、端子としての端子金具を収容しこの端子金具の接続部として
の舌片側が開口された端子収容室としてのキャビティと、このキャビティ内に撓み可能に
設けられ端子金具を係止する係止ランスとしてのランスと、キャビティの開口側の両側壁
に設けられ端子金具の幅方向両側の下面側を支持する一対の支持部としての一対の支持面
とを備えたものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　このコネクタでは、一対の支持面がキャビティの幅方向両側から張り出して形成され、
一対の支持面により端子金具の幅方向両側の下面側を支持することによって、キャビティ
内における端子金具の落ち込みを規制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１４１６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記のようなコネクタでは、端子収容室の両側壁に設けられた一対の支
持部の張り出しが少ないので、端子収容室内で端子が少しでも回転してしまうと、一対の
支持部の間から端子が落ち込む恐れがあり、端子収容室内に端子を安定して保持すること
ができなかった。
【０００６】
　そこで、この発明は、端子収容室内に端子を安定して保持することができるコネクタの
提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１記載の発明は、端子を収容しこの端子の接続部側が開口された端子収容室と、
この端子収容室内に撓み可能に設けられ前記端子の被係止部に係合される係止部が設けら
れた係止ランスと、前記端子収容室の開口側の両側壁に設けられ前記端子の幅方向両側の
下面側を支持する一対の支持部とを備えたコネクタであって、前記係止ランスは、前記係
止部から前記開口に向けて延設され前記係止部が前記被係止部と係合した状態で前記一対
の支持部と共に前記端子の下面側を支持する端子支持部が設けられていることを特徴とす
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る。
【０００８】
　このコネクタでは、係止ランスに係止部から開口に向けて延設され係止部が被係止部と
係合した状態で一対の支持部と共に端子の下面側を支持する端子支持部が設けられている
ので、一対の支持部の間で端子を係止ランスの端子支持部によって支持することができ、
端子が一対の支持部の間から脱落することを防止することができる。
【０００９】
　従って、このようなコネクタでは、端子収容室内に端子を安定して保持することができ
る。
【００１０】
　また、係止ランスの端子支持部は、係止部から開口に向けて延設されているので、端子
収容室内に端子を収容した状態で、開口から係止ランスと端子収容室との間に挿入される
端子の導通を検出する検出部材や係止ランスの係合状態を検出し係止ランスの撓みを規制
する規制部材などの長さを縮小することができ、検出部材や規制部材などの強度を向上す
ることができる。このため、検出部材や規制部材などの厚みも薄くすることができ、検出
部材や規制部材などを小型化することができる。
【００１１】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のコネクタであって、前記係止ランスの下面は、
この下面と対向する前記端子収容室の内壁面と略平行に形成されていることを特徴とする
。
【００１２】
　このコネクタでは、係止ランスの下面がこの下面と対向する端子収容室の内壁面と略平
行に形成されているので、係止ランスの下面と端子収容室の内壁面との間の距離を、開口
から係止ランスと端子収容室との間に挿入される小型化された検出部材や規制部材などに
合わせて縮小することができ、コネクタ全体を小型化することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、端子収容室内に端子を安定して保持することができるコネクタを提供
することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】（ａ）は本発明の実施の形態に係るコネクタに収容される端子のうち雄端子の斜
視図である。（ｂ）は図１（ａ）の断面図である。
【図２】（ａ）は本発明の実施の形態に係るコネクタに収容される端子のうち雌端子の斜
視図である。（ｂ）は図２（ａ）の断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るコネクタの断面図である。
【図４】（ａ）は本発明の第１実施形態に係るコネクタの正面図である。（ｂ）は図４（
ａ）の断面図である。
【図５】（ａ）は本発明の第１実施形態に係るコネクタの断面図である。（ｂ）は本発明
の第１実施形態に係るコネクタの拡大断面図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係るコネクタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１～図６を用いて本発明の実施の形態に係るコネクタについて説明する。
【００１６】
　（第１実施形態）
　図１～図５を用いて第１実施形態について説明する。
【００１７】
　本実施の形態に係るコネクタ１は、端子３を収容しこの端子３の接続部５側が開口され
た端子収容室７と、この端子収容室７内に撓み可能に設けられ端子３の被係止部９に係合
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される係止部１１が設けられた係止ランス１３と、端子収容室７の開口１５側の両側壁１
７，１９に設けられ端子３の幅方向両側の下面２１側を支持する一対の支持部２３，２５
とを備えている。
【００１８】
　そして、係止ランス１３は、係止部１１から開口１５に向けて延設され係止部１１が被
係止部９と係合した状態で一対の支持部２３，２５と共に端子３の下面２１側を支持する
端子支持部２７が設けられている。
【００１９】
　図１，図２に示すように、端子３は、導電性材料からなり、雄端子３ａと雌端子３ｂと
を有し、接続部５と電線固定部２９と被係止部９とを備えている。雄端子３ａの接続部５
はタブ３１を有し、雌端子３ｂの接続部５はバネ３３を有している。また、雄端子３ａ及
び雌端子３ｂの電線固定部２９は、被覆電線（不図示）の芯線が導通して加締められる芯
線固定部３５と、被覆電線の被覆部を加締めて被覆電線を固定する被覆固定部３７とを有
する。これらの雄端子３ａ及び雌端子３ｂには、接続部５と電線固定部２９との間に端子
３を端子収容室７内に係止させるためのランスホールからなる被係止部９が設けられてい
る。なお、以下では、端子収容室７内に雌端子３ｂが収容されることとして雌端子３ｂを
端子３として説明するが、雄端子３ａを端子３とした場合でも雌端子３ｂと同様に機能し
、得られる効果は同様である。
【００２０】
　図３～図５に示すように、コネクタ１は、端子収容室７と係止ランス１３と一対の支持
部２３，２５とを備えている。端子収容室７は、ハウジング３９の幅方向に複数列（ここ
では４列）設けられ、ハウジング３９の高さ方向に複数段（ここでは２段）設けられてい
る。また、各端子収容室７は、ハウジング３９の相手ハウジング（不図示）に対する嵌合
方向に延設されており、挿入口４１側から端子３が挿入され、開口１５側に端子３の接続
部５側が配置される。このように端子収容室７に端子３を収容することによって、ハウジ
ング３９を相手ハウジングと嵌合することにより、開口１５側の接続部挿入口４３から相
手端子のタブ３１（図１参照）が挿通され、各端子３の接続部５と各相手端子とが接続さ
れる。このような端子収容室７に収容された端子３は、係止ランス１３によって係止され
、端子収容室７からの抜けが防止される。
【００２１】
　係止ランス１３は、端子収容室７内に撓み可能に設けられ、撓み方向の上方に突出する
係止部１１が設けられている。この係止ランス１３は、挿入口４１側から端子収容室７内
に端子３が収容されたときに、係止部１１の挿入口４１側の傾斜面４５が端子３と当接す
ることによって下方に撓まされる。この状態から端子３を開口１５側に向けて挿入するこ
とにより、係止部１１が被係止部９に位置したときに上方に復元し、係止部１１と被係止
部９とが係合され、端子３の端子収容室７からの抜けが防止される。このような係止ラン
ス１３によって抜けが防止された端子３は、一対の支持部２３，２５によって端子収容室
７内に保持される。
【００２２】
　一対の支持部２３，２５は、端子収容室７の両側壁１７，１９に開口１５側から内部側
に向けて延設され、互いに近接するするように突出されている。この一対の支持部２３，
２５は、端子収容室７内に端子３が収容された状態で端子３の接続部５側の幅方向両側の
下面２１側を支持する。
【００２３】
　ここで、端子３は、係止ランス１３によって係止された状態を解除する際、開口１５か
ら解除治具（不図示）を挿入し、係止ランス１３の先端部である治具解除部４７に解除治
具を当接して係止ランス１３を下方に撓ませることによって係止部１１と被係止部９との
係合が解除される。このため、一対の支持部２３，２５による端子３の支持を向上するた
めに、一対の支持部２３，２５をより近接するように張り出させる、あるいは一対の支持
部２３，２５を連続する一部材とするような構成にしてしまうと、解除治具を挿入するこ
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とができず、端子３の係止ランス１３による係止を解除することができない。そこで、係
止ランス１３には、端子支持部２７が設けられている。
【００２４】
　端子支持部２７は、一対の支持部２３，２５間に係止部１１から開口１５に向けて延設
されている。この端子支持部２７の支持面４９は、係止部１１が端子３の被係止部９と係
合した状態で一対の支持部２３，２５の支持面５１と同一面となるように設定されている
。このため、端子３の下面２１側が一対の支持部２３，２５と端子支持部２７とによって
支持され、端子収容室７内における端子３の支持が安定化される。
【００２５】
　なお、端子３を端子収容室７内に収容した後には、図６に示すような検出部材５３によ
って端子３の端子収容室７への収容状態及び導通状態が検出される。詳細には、検出部材
５３は、導通ピン５５と検知ピン５７とを有する。導通ピン５５は、開口１５から検出部
材５３が挿入されると、端子３の接続部５に当接され端子３の導通を検出する。検知ピン
５７は、開口１５から検出部材５３が挿入されると、係止ランス１３の下面５９と端子収
容室７の下面５９と対向する内壁面６１との間に挿入される。このとき、図３に示すよう
に、係止ランス１３の係止部１１と端子３の被係止部９とが正常に係合されている状態で
は、係止ランス１３が上方に移動しているので、検知ピン５７を下面５９と内壁面６１と
の間に挿入することができる。これに対し、係止ランス１３の係止部１１と端子３の被係
止部９とが係合されていない状態では、係止ランス１３が端子３の下面２１によって下方
に移動されているので、検知ピン５７が係止ランス１３の治具解除部４７と当接してしま
い、検知ピン５７を下面５９と内壁面６１との間に挿入することができない。
【００２６】
　この検知ピン５７の係止ランス１３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１との間への
挿入の可否により、端子３の端子収容室７内における収容状態を検出することができる。
また、検知ピン５７を下面５９と内壁面６１との間に挿入することができない状態では、
導通ピン５５が端子３の接続部５と当接できないように設定されており、導通ピン５５に
よっても端子３の端子収容室７内での異常を検出することができる。なお、検出部材５３
による端子３の状態の検出後には、係止ランス１３の下面５９と端子収容室７の内壁面６
１との間にスペーサなどの規制部材（不図示）が挿入され、係止ランス１３の下方への撓
みが規制され、係止部１１と端子３の被係止部９との係合が解除されることが防止される
。
【００２７】
　このように検知ピン５７と係止ランス１３の治具解除部４７との当接によって端子３の
異常を検出する構成では、係止ランス１３の端子支持部２７が係止部１１から開口１５に
向けて延設されているので、検出部材５３の検知ピン５７を縮小することができ、検知ピ
ン５７の強度を向上することができる。この強度向上により、検知ピン５７の厚みを薄く
することができ、検出部材５３や係止ランス１３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１
との間に挿入される規制部材を小型化することができる。
【００２８】
　このようなコネクタ１では、係止ランス１３に係止部１１から開口１５に向けて延設さ
れ係止部１１が被係止部９と係合した状態で一対の支持部２３，２５と共に端子３の下面
２１側を支持する端子支持部２７が設けられているので、一対の支持部２３，２５の間で
端子３を係止ランス１３の端子支持部２７によって支持することができ、端子３が一対の
支持部２３，２５の間から脱落することを防止することができる。
【００２９】
　従って、このようなコネクタ１では、端子収容室７内に端子３を安定して保持すること
ができる。
【００３０】
　また、係止ランス１３の端子支持部２７は、係止部１１から開口１５に向けて延設され
ているので、端子収容室７内に端子３を収容した状態で、開口１５から係止ランス１３と
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端子収容室７との間に挿入される端子３の導通を検出する検出部材５３や係止ランス１３
の係合状態を検出し係止ランスの撓みを規制する規制部材などの長さを縮小することがで
き、検出部材５３や規制部材などの強度を向上することができる。このため、検出部材５
３や規制部材などの厚みも薄くすることができ、検出部材５３や規制部材などを小型化す
ることができる。
【００３１】
　（第２実施形態）
　図６を用いて第２実施形態について説明する。
【００３２】
　本実施の形態に係るコネクタ１０１は、係止ランス１０３の下面５９は、この下面５９
と対向する端子収容室７の内壁面６１と略平行に形成されている。なお、第１実施形態と
同一の構成には、同一の記号を記して説明を省略するが、第１実施形態と同一の構成であ
るので、構成及び機能説明は第１実施形態を参照するものとし省略するが、得られる効果
は同一である。
【００３３】
　図６に示すように、係止ランス１０３の下面５９は、係止部１１が端子３の被係止部９
と係合した状態で、下面５９と対向する端子収容室７の内壁面６１と略平行に形成されて
いる。このように下面５９を内壁面６１と略平行に形成することにより、係止ランス１０
３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１との間の距離を縮小することができる。このた
め、係止ランス１０３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１との間に挿入される検出部
材５３の検知ピン５７や規制部材の厚みをさらに薄くすることができる。加えて、係止ラ
ンス１０３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１との間の距離を縮小することができる
ので、コネクタ１０１のハウジング３９を高さ方向に小型化することができる。
【００３４】
　なお、係止ランス１０３の下面５９と端子収容室７の内壁面６１との間の距離を縮小す
るために、係止ランス１０３の下面５９を平行よりも僅かに開口１５側に向けて下り傾斜
となる傾斜面としてもよい。また、係止ランス１０３の端子支持部２７の支持面４９が僅
かに傾斜面となっているが、係止部１１が端子３の被係止部９と係合した状態で、端子３
の下面２１と同一面となるように支持面４９を形成してもよい。
【００３５】
　このようなコネクタ１０１では、係止ランス１０３の下面５９がこの下面５９と対向す
る端子収容室７の内壁面６１と略平行に形成されているので、係止ランス１０３の下面５
９と端子収容室７の内壁面６１との間の距離を、開口１５から係止ランス１０３と端子収
容室７との間に挿入される小型化された検出部材５３や規制部材などに合わせて縮小する
ことができ、コネクタ１０１全体を小型化することができる。
【００３６】
　なお、本発明の実施の形態に係るコネクタでは、一対の支持部の支持面と端子支持部の
支持面とが同一面となるように設定されているが、これに限らず、端子の下面側の形状に
合わせて一対の支持部と端子支持部との支持面をそれぞれ設定すればよい。
【符号の説明】
【００３７】
　１，１０１…コネクタ
　３…端子
　５…接続部
　７…端子収容室
　９…被係止部
　１１…係止部
　１３，１０３…係止ランス
　１５…開口
　１７，１９…両側壁
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　２１…端子の下面
　２３，２５…支持部
　２７…端子支持部
　５９…係止ランスの下面
　６１…内壁面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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